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（四捨五入のため、合計に合わない場合があります。） 

県債依存度と県債年度末現在高の推移（普通会計）  

（ア）県債依存度 

 

(イ) 県債年度末現在高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  一時借入金 

  一時借入金は、予算執行にあたって歳計現金（一会計年度における一切の収入または

支出に係る現金のこと）の資金繰りに不足を生じた場合、一時的に予算に定められた範

囲内で市中銀行から借り入れるものです。 

  なお、資金繰りの必要から、平成 25 年度においては最大で約 368 億円の借入を行いま

したが、全額年度内に償還しています。

（単位：百万円）



 

３ 公債費・県債残高将来推計（一般会計及び県債管理特別会計）    
  平成 26年 9月補正後時点における平成 27年度までの県債残高の将来推計については、

下表のとおりです。 

県債残高については、建設地方債等と臨時財政対策債等の残高に区分し表示していま

す。建設地方債は公共事業等の建設事業実施に伴い発行するもので、その残高について

は、国の経済対策に伴う公共事業の実施により平成元年度から平成 13 年度まで増加して

いますが、その後、投資的な経費の縮減などにより残高は減少から横ばい傾向となって

います。 

 臨時財政対策債は、平成 13 年度以降発行しており、本来、地方交付税で地方に交付さ

れるべき金額について県債を発行するものですが、後年度の元利償還金に対し地方交付

税が交付されるため、実質的には国から交付される地方交付税と同様で、将来世代の県

民の負担増につながるものではありません。 

 

 

公債費・県債残高将来推計（一般会計及び県債管理特別会計）                    

 

 
 
注） １．県債発行額は、平成 25 年度までは決算額、平成 26 年度は 9 月補正予算後に三重県行財政改革取組の参

考にある中期財政見通し（推計 B-1 の場合）に含まれる年度内補正見込額 26 億円を加算、平成 27 年度
は三重県行財政改革取組の参考資料にある中期財政見通し（推計 B-1 の場合）の数値です。  

２．三重県行財政改革取組においては、国の地方財政対策により決定される臨時財政対策債や災害に対応す
るための災害復旧事業債等を除き、平成 26 年度末（最終補正後）の県債残高が平成 23 年度末（最終補
正後 8,190 億円）よりも減少するように取り組むこととしています。  

       ３．数値は、億円未満の四捨五入による端数調整のため、計に合わない場合があります。 
４．上表は、一般会計及び県債管理特別会計での試算のため、普通会計から中小企業者等支援資金貸付事業

等特別会計などの特別会計を除いてあります。 

 

 


